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近年の見直しの取組 
（不正受給対策） 
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福祉事務所の調査権限の拡大 
○ 関係先調査（いわゆる29条調査）の調査対象事項は、以下のとおり拡大。 
 ※ 下線部分は、現行からの変更点。 
 

○ 関係先調査が行われた場合、官公署等が保有する情報は、回答義務の対象となる。 
 

（注） 法改正により、被保護者であった者についての調査、被保護者であった者の扶養義務者についての調査もで
きることとなる。ただし、これらの調査に関しては、資産及び収入の状況その他政令で定める事項は、その保護を
受けていた期間における部分に限る。 

（注） 官公署等が保有する全ての情報が回答義務の対象となるのではなく、改正法別表第一に掲げるものに限られ
ることに留意が必要。 

種類 情報（調査先） 
資産に関する情報 自動車保有（地方運輸局）  等 

収入に関する情報 公的年金（年金事務所）、恩給（総務省）、児童手当（市町村）、児童扶養手当（福祉事務所）、
労災補償（厚生労働省）、失業手当（ハローワーク）、育児休業給付・介護休業給付（ハロー
ワーク）、職業訓練受講給付金（ハローワーク）、市町村民税（市町村）  等 

その他の情報 健康診査の結果（市町村）、戸籍（市町村）、求職活動状況（ハローワーク）、職業訓練の受講
状況（都道府県）  等 

現行 改正後 

要保護者に 
ついての調査 

・資産及び収入 ・資産及び収入（①生業若しくは就労又は求職活動の状況、②扶養義務者の扶養の状況、
③他の法律による扶助を含む。） 

・健康状態 
・他自治体における保護の有無 
・その他政令で定める事項（支出に関する状況） 

扶養義務者に 
ついての調査 

・資産及び収入 ・資産及び収入 
 ※ 法律上は「その他政令で定める事項」とあるが、現時点では定める予定なし。 

第29条第１項 （改正） 

第29条第２項 （新設） 
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近年の見直しの取組 
（医療扶助の適正化） 
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生活保護における後発医薬品の数量シェア（院外処方） 

○ 生活保護における後発医薬品の使用割合（数量シェア）は、全国平均で６１．０％。（院外処方） 

○ 都道府県等の自治体別で見ると地域差が見られ、最大７８．９％（那覇市）～最低４５．６％（和歌山県）まで、その差は約２倍。 

生活保護 医療全体 

平成２５年 ４７．８％ ４６．７％ 

平成２６年 ６１．０％ ５４．５％ 
出典）「医療扶助実態調査（各年６月審査分）」 
    「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向（５月診療分）」 

（％） （％） （％）

北海道    56.3 滋賀県    51.1 札幌市    55.7 旭川市    58.7 豊中市    55.9

青森県    65.9 京都府    52.9 仙台市    69.5 函館市    56.2 枚方市    59.9

岩手県    64.2 大阪府    53.5 さいたま市    56.5 青森市    68.7 姫路市    56.2

宮城県    69.1 兵庫県    57.7 千葉市    57.3 盛岡市    62.8 西宮市    50.0

秋田県    53.9 奈良県    55.8 横浜市    60.5 秋田市    62.5 尼崎市    57.7

山形県    68.1 和歌山県    45.6 川崎市    65.3 郡山市    65.0 奈良市    56.5

福島県    62.5 鳥取県    60.5 相模原市    57.6 いわき市    55.2 和歌山市    47.9

茨城県    59.8 島根県    67.5 新潟市    59.7 宇都宮市    56.5 倉敷市    70.0

栃木県    59.6 岡山県    64.3 静岡市    62.3 前橋市    71.1 福山市    69.8

群馬県    70.8 広島県    69.7 浜松市    67.4 高崎市    65.2 下関市    69.8

埼玉県    65.1 山口県    60.5 名古屋市    54.5 川越市    66.0 高松市    62.7

千葉県    59.2 徳島県    56.8 京都市    52.3 船橋市    65.0 松山市    57.4

東京都    66.1 香川県    61.7 大阪市    52.8 柏市    66.2 高知市    62.8

神奈川県    60.9 愛媛県    57.3 堺市    52.9 横須賀市    63.0 久留米市    71.9

新潟県    62.9 高知県    60.4 神戸市    57.9 富山市    72.2 長崎市    70.8

富山県    68.8 福岡県    59.3 岡山市    68.6 金沢市    64.8 大分市    63.3

石川県    63.4 佐賀県    59.4 広島市    66.1 長野市    74.1 宮崎市    75.7

福井県    71.5 長崎県    70.3 北九州市    63.6 岐阜市    58.5 鹿児島市    74.0
山梨県    60.1 熊本県    71.7 福岡市    64.0 豊橋市    70.7 那覇市    78.9

長野県    75.5 大分県    67.5 熊本市    71.0 豊田市    68.0

岐阜県    60.2 宮崎県    70.1 岡崎市    59.2

静岡県    65.5 鹿児島県    73.4 大津市    59.0
愛知県    64.8 沖縄県    75.7 高槻市    55.2

三重県    60.3 東大阪市    56.0

出典）平成２６年医療扶助実態調査（６月審査分）

都道府県 政令市指定都市 中核市

最大

最小

最大

最小

最大

最小
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生活保護受給者の健康管理支援（生活習慣病の重症化予防等）について 

○ 生活保護制度の目的である自立助長を図る基礎としては、何より健康状態を良好に保つことが重要。 

○ 生活保護受給者は、国保の被保険者等と比較して糖尿病の割合が高く、糖尿病は重症化した場合、人工透析治療など、自立生活への支障、医療費等への影響が大きい。 

○ そのため、医療機関、市町村国保部門、市町村保健部門等による多機関連携体制を構築し、生活習慣病の重症化予防を中心とした健康管理支援を通じて、自立支援に取り組み、健康

状態の維持・改善による医療扶助の適正化を図る。 

取組の趣旨 

取組に関する評価方法 
○ 取組を効果的に行うため、１年に１回を目安として、事業効果の測定を行う。 

糖尿病重症化者数 糖尿病性腎症により人工透析治療を開始した者等の数 

糖尿病治療継続者割合 糖尿病に係る治療の継続者割合 

健康管理支援（生活習慣病の重症化予防）の実施方法等 

１．対象者選定に係る情報の入手 

診療報酬明細書から、生活習慣病の治療を行っている者を把握。 

※ 抽出については、電子レセプトシステムを活用。（生活習慣病にかかる抽出設定については、国で作
成の上、CSVデータにより全国自治体へ配布する） 

 【その他、対象者選定において参考となる情報】 
 ・ 特定健診の結果（※）：保護開始以前に加入していた国保等において実施されたもの 
 ・ 健康診査の結果（※）：市町村保健部門が実施したもの 
 ・ 検診の結果：福祉事務所が健康状態に関する情報を把握するために実施した場合のもの 
 ・ ケースワークによる生活状況に関する情報 
 ※生活保護法の改正により、法第29条第２項に基づく福祉事務所の入手が可能となっている。 

２．生活実態の把握、支援対象者の選定等 

訪問調査、主治医への確認等 
 生活実態、病状、通院状況、服薬等に

ついて把握を行う。 

（実態把握） （支援対象者の選定等） 
○ 嘱託医や保健師等への協議等に

よる支援対象者の選定。 
○ 協働する専門機関の検討 等 

 【参考例】 
  予め保健師等に相談すべきケースについてチェックリストを作成し、連携を円滑化。 
   （例）内服やインスリン治療を行っている者で、受診中断している者、 
      糖尿病や高血圧に罹患している妊婦、糖尿病の治療中である知的障害者、精神障害者 

取組に対する予算補助の実施 
○ 予算補助の実施  
   生活習慣病の重症化予防等の健康管理支援の取組にかかる経費について

は、医療扶助適正化等事業の対象として、予算補助を行う。 
○ 補助の対象 ： 支援実施にかかる保健師等配置の人件費等 
○ 補助率 ： ３／４ 

＜評価指標＞ 

３．支援の実施（取組の例） 

福祉事務所による受診動向の確認等 
 定期的な訪問調査や電話等による生活実態、病状・受診・服薬状況等の確認を行い、患者の

自己判断で受診や服薬の中断を行っている場合に、受診継続等の指導を行う。 

※ 個々の支援ニーズや、支援体制等により、関係機関と協議しつつ実施。 

保健師、薬剤師等による内服薬の確認等 
 保健師、薬剤師等が、複数医療機関から内服薬の処方が行われている場合の確認や整理、

主治医との調整、食事の確認等を行い、必要な助言を行う。 

援助方針の策定 
 支援対象者の援助方針を策定。（支援の状況に応じて見直し） 

多機関連携体制の構築 
○ 健診、保健指導等：市町村保健部門、市町村国保部門 
○ 高齢者支援：市町村高齢者福祉部門、地域包括支援センター 
○ 障害者支援：市町村障害保健福祉部門            等 

情報共有のため、健
康手帳の活用 
を検討 
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近年の見直しの取組 
（生活保護基準の見直し） 

 

 生活保護基準について、５年に１度実施される全国消費実態調査のデータ等を用いて、専門的かつ客観的に評価・検証を実施するた

め、新たに社会保障審議会の下に常設の専門の部会を設置したもの。 

概 要 

 

○ 平成23年２月に部会を設置以降、生活扶助基準について評価・検証を実施し、平成25年１月に検証結果について報告書をとりまと

めた。また、平成27年１月に住宅扶助及び冬季加算の検証結果について報告書をとりまとめた。 

○ 生活扶助基準等については、生活保護基準部会において、検証手法を検討した上で、平成26年全国消費実態調査のデータ等を用

いて、平成29年度に本格的に検証を行う。  

これまでの議論と今後の方向性 

委員名簿 （五十音順・敬称略） ◎：部会長 ○：部会長代理 
 
 
 
 
 

主な開催状況  第１回 平成23年４月19日 部会長の選出、生活保護制度の概要等について 
            （ 中 略 ） 
           第13回 平成25年 １月18日 生活保護基準の検証について （報告書のとりまとめ） 
                    (  中  略  ） 
           第16回 平成26年 ３月４日   住宅扶助について 
                        第17回 平成26年 ５月16日  住宅扶助等について（冬季加算、有子世帯の扶助・加算、議論） 
                        第18回 平成26年 ５月30日  住宅扶助について 
           第19回 平成26年10月21日 住宅扶助、冬季加算、有子世帯の扶助・加算について 
                        第20回 平成26年11月18日 住宅扶助、冬季加算について 
                        第21回 平成26年12月26日 住宅扶助、冬季加算について（報告書案について議論） 
                        第22回 平成27年  1月 9日 住宅扶助、冬季加算について（報告書とりまとめ） 

 阿部 彩 首都大学東京都市教養学部教授 

○岩田正美 日本女子大学名誉教授   

 岡部 卓 首都大学東京都市教養学部人文・社会系長 

◎駒村康平 慶應義塾大学経済学部教授 

栃本一三郎 上智大学総合人間科学部教授 

道中  隆 関西国際大学教育学部教授  

宮本みち子 放送大学副学長 

山田 篤裕 慶應義塾大学経済学部教授  

(参考) 『生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書』(平成16年12月15日) 
  「今後、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを定期的に見極めるため、全国消費実態調査等を基に５年に一度

の頻度で検証を行う必要がある。 
 

 社会保障審議会生活保護基準部会              
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地方行財政ビジョン研究会（第４回）資料 
生活困窮者自立支援制度について 

平成２７年９月２９日 

厚生労働省社会・援護局 

1 

１．生活困窮者自立支援制度の背景 

－ 124 －

 第４章 生活困窮者自立支援制度について
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